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｢自主管理型社会的所有｣論の諸問題

長 砂 宴

Ⅰ は し が き

｢ユーゴスラビア型｣社会主義経済が ｢ソ連型｣社会主義経済か ら区別され

るきわだ った諸特徴は, (1) 生産手段の国家的所有にかわる ｢社会的所有｣,

(2) 経済の中央集権的な国家的管理にかわる分権的な労働者 自主管理,(3) 請

令的な国家計画化にかわる ｢社会計画化｣,(4) 賃金 ･利潤形態での分配にか

わる ｢所得｣形態での分配,の4点に要約することができようC,ユ-ゴスラビ

アにおいては. これ らの特徴は ｢--ゴスラビア経済制度論｣において体系的

に考案されてお り,1970年代にはそのい くつかのヴァリアン トか出版された0

本稿で検討 しようとするのほ, これ らの･労作の冒頭につねに位置 して い る

｢社会的所有｣論である｡その代表的な議論は, ｢自主管理型社会的所有｣論
だき

とよびうるイワン ･てクシモーピッチのものである｡

本稿の課題は,この ｢自主管理型社会的所有｣論の概要の検討をつ うじて,

｢ユーゴスラビ7塑｣社会主義経済のも1とも主要な句寺散が評論的にいかに把

撞 されているか.を明らかにし,その問題点を指摘することであるO

※ Ivan MakslmOVlを(1924-)はベオグラード大学法学部教授で,

ユーゴスラビアの代表的な経済学著の1人であるO ｢社会的所有｣を

論じた彼の著作にはつぎのものがある｡

④ PrヱWedntsLgtem SFR･T Instltl.tdru岩tvenlllnallka,centar乞a

ekonomskalStra冨1VanJa.Be(耶ad,1973,8tr.25-51.

④ Prtvred71‡.SW iemSFRJugoSZavlj-e,Ⅰ.knj⊥ga,Informator,Zagreb,

1973,t'tf.7-21,155-189,

㊥ I.MakslmOVl丘,TeortJ5ke osm edruBtveneSVOjme,drugoiZ･
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dLZnJe･Savremenaadmlnisl:raciJa,1975.

@ PrlWed71日7Stem SFRJ.NauenaknJlga,Beograd,1977,str19

′､J31

(参 MarkSii:am ZSamOuPravIJanJe.Zavod zaudZbenlkeinastavna

sredstva.Beograd,1977,dmgltom,Str.57-73

④ E,mkh･pedy" S aγWuP71aVTJa7Ua.Savremena admlnlStraC15a1

lZdava紘icentarkomunlSt,1979,Str.487～492.

なお,マクシモ-ピッチの労作の邦訳としては, ｢自主管理経済シ

ステム｣ (香川敏幸訳,岩田昌征編 『経済体制論 .籍Ⅳ巻現代社会主

義J],東洋経済新報社,1979年,所収)がある｡

本論では主として文献(彰に依拠するが,必要に応じて他の文献も用

いる｡なお,◎,④は内容的には④と殆んど同じであり,㊥が本格的

な単弓虫著作である｡

ⅠⅠ マルクス主義の古典における毛土会的所有

Ⅰ.マ クシモーピッチ (以下では Ⅰ.M氏 と略す)は, ｢自主管理型社会的

所有｣論を,マルクス主義の古典における社会的所有の概念内容を特徴づける

ことか ら始める｡彼は,社会的所有はあらゆる経済的搾取の廃絶の基礎である

こと,社会的所有は共産主義社会構成体の第 1段階 (-社会主義)か ら第 2段

階 (-共産主義)- と変化 ･発展すること.｢社会主義型の社会的所有｣ は,

1ブルジョア的権利型｣ の形式的平等 とい う要素を残 していること,社会的所

有は私的所有の否定ではあるが個人的所有の確立を意味すること,などを指摘

している (㊨ str.19-20,@ str.40-55).

Ⅰ.M氏の古典理解はおおむね正確 であるが,われわれは, ここでつぎの諸

点を強調 してお きたい｡

第 1点は,社会的所有 と個人的所有 との関係であるO この点にかん しては周

知の論争があるが, L M氏はエ ンゲルス的見解に立 っているように思われ るO

そのことは ｢(個人的労働にもとづ くものか それ とも間接的な, 集団的欲求の

充足に もとづ くものかにかかわ りな く)発展す る個人的所有｣ とい う表現にみ



32 (32) 第127巻 第1号

られる ((垂 strl20).他方で.--ゴスラビアでは, ｢社会的所有は 同 時 に

I･労働者の 『個人的所有』の形態でもある｣ とする見解も有力におこなわ九

ている1㌔ われわれは, このいずれの見解にも組みしない｡再建 ･高次復活す

る ｢個人的所有｣ とは,われわれの見解では,社会的所有そのものに他ならな

い｡なぜなら,個人的な私的所有に特徴的であった単一の人格における所有者

的機能 と直接生産者的枚能との直接的結合が,社会的所有においてほ社会全体

のレベルで実現 されるからである2)0

第 2点は,社会的所有の主体の問題にかかわるOマル クスによれば,社会的

所有は ｢生産者たちの所有｣であるが ｢個 々別々の生産者｣ではなく,全社会

的規模での ｢結合生産者｣の所有であり,その意味で ｢直按的社会的所有｣で

ある (『資本論』,大月書風 普及版,④ 557ページ)O つまり,社会的所有の

主体は全人民あるいは全生産者である｡この意味で社会的所有一般は本来,全

人民的所有である｡ このことは,強調されねばならないCなぜなら,31-ゴス

ラビアでは, ｢社会的所有｣の主体の問題を回避 したり (Ⅰ.M氏はそうでは

ない), ｢結合 (-連合) 生産者｣ の全人民的性格を故意に無視する傾向が強

いからであるo後にもふれるように, ｢自主管理型社会的所有｣ といえども全

人民的所有であるし,またそうでなければならない｡

第 3点は,社会主義的発展段階での社会的所有がうけとる国家所有的形態に

かかわる.マルクス主義の古典によれば.資本主義的私的所有の否定として成

立する社会的所有は国家的所有以外ではありえず, しかも過渡期だけでなく社

会主義一般に国家が必然的である限りは,社会的所有の国家的所有形態は国家

の死滅まで存続 しつづける｡すなわち,古典にあってほ,国家的所有は社会主

1) EdvardKardel),A-ot町reZnostihu言1-Je7ZeSVOjtneasa w emenoJsocIJalLSt7岩koJIwaksL
DrugodopunJenoIZdJan5e.RadnLckastampa.Beograd,1976,BLr･48 邦訳,LLz崎洋 那美

子訳 『自主管理社会主義と非同盟』,大月啓TE,1978年,5駐65ページ｡
2) 長砂官 ｢社会的所有と 『個人的所有』- マルクスの ｢否定の否定｣をめぐる論争によせて
- ｣, 『近代化の研究』皿,関西大学経済･政治研究所.1974年,所収 を参照されたい｡な
お,西村可明｢いわゆる『個人的所有』についての一考察J.『経済研究』第29巻第4号 (1978
10)も有益である｡
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義的発展段階の社会的所有の一般的形態である｡ このことも強調されねばなら

ないoなぜなら,後に立ちかえるように,ユーゴスラビ7の一般的論調におい

ては,社会的所有の国家的形態の意義が不当に軽視されるからである (Ⅰ.M

氏は,この点でも,一般的見解 とはやや異なる立場をとっている)O さらにま

た, 】自主管理型社会的所有｣がもし理念的にも現実的にも国家的所有の克服

であるとするならば,国家的所有形態に取 って替る別の形態を積極的に規定せ

ざるをえないにもかかわらず,単に国家的所有から ｢社会的所有｣への転形が

言われるにとどまっているからである｡いうまでもなく,単に ｢社会的所有｣

では社会的所有のいかなる具体的形売買も示 しえないOさらにまた, Ⅰ.M氏が

用いる ｢自主管理型社会的所有｣ という表現は,この点で一定の積極面をもっ

ているとはいえ,なお十分ではないOわれわれの見解では,ユーゴスラビアで

おこなわれている ｢社会的所有｣は,全人民的 ･国家的所有との対比を明確に

するために, ｢全人民的 ･連合労働組織的所有｣ と規定すべきである｡だが,

この点にはまた立ち戻ることにしようD

いずれにせよ,ユーゴスラビアにおける ｢社会的所有｣あるいは ｢自主管理

型社会的所有｣論は,所有一般および社会的所有一般にかんするマルクス主義

の本質的な諸命題から足を踏みはずすことなしに,古典が不可避的に有 してい

る演縛的諸規定の抽象約 ･一般的性格をの りこえ, しか も伝統的な ｢全人民

的 ･国家的所有｣論 とは異なる新 しい理論を展開すべき使命を負わされている

のであるo

ⅠⅠⅠ 社会的所有の1形態としての国家的所有

前節でみたように,マルクス主義の創始者たちの科学的了見は,資本主義か

ら社会主義-の過渡期および社会土義において,社会的所有が国家的所有の形

態をとることは.殆んど自明のこととみなされていた｡また,現実の社会主義

建設の歴史もその予見の正 しさを証明するものとなっている.ユーゴスラビア

の社会主義建設 も当初はその例外ではなかった｡ しかし,周知のように,ユー
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ゴスラビアでは,1950年からの労働者自主管理の導入以:私 それまでの国家的

所有は ｢社会的所有｣によって克服されるべきものとみなされ,現在では前者

から後者-の転形が基本的に完了している,とみなされている｡ したがって,

このような立場から国家的所有にたいする理論的批判をおこなうことは避けら

れない｡それほどのようなものであろうか｡

L M氏のこの間題についての見解を要約すれば,つぎo)ようであるD① ソ

連では当初はマルクス主義U)創始者たちの科学的仮説の正しさが証明されたが,

｢国家的所有の性格がますます強 くなる方向へ発展した (傍点一原文)｣ こと

によって,｢創始者たちが念頭においていたような社会的所有の理論モデル｣

から離れていったC.檀)｢この型の所有関係は理論的に国家 と社会を同一視 して

いる｣｡ @この国家的所有は三つの特質をもっているo lっは,所有主体が国

家であり,それが ｢社会的利害の担い手｣ とみなされてい る こ と, 2つは,

｢社会的生産物の分配における参加規準を国家が定め実行 していること,3っ

は,欲求にもとづ く分配の親準 も国家機関が決定 していること, で あ る｡ ㊨

｢国家的所有の社会性 〔dru昌lvenost) の性格 と程度｣ について さまざまの評

価がおこなわれているが,その成熟 と発展の程度は問題とし う る と しても,

｢ソビェト型の生産諸関係｣がそのような社会性をもっていることには ｢疑い

の余地がない｣o ⑤結論として, 国家的所有は社会主義の発展の初期に,とり

わけ経済的に後進的な国において,社会主義的生産関係の建設に必要な,｢社

会主義的な社会的所有の初発的な歴史的形態｣ であるo (④ str.21-22,(杏

str.56-68)0

この論調は,国家的所有を ｢党 ･国家官僚的所有｣ と同一視 した り,国家的

所有から資本 ･賃労働関係の存在を導 きだした りする, しば しばユーゴスラビ

7の内外でおこなわれる,国家的所有にたいする論難 とは区別されるo Lかし,

IM氏oj見解にも大いに検討の余地があるC

弟 1に, ソ連などでの国家的所有の確立は肯定するが.その後のその発展が

なお持続 していることをマルクス主義の創始者たちの科学的予見から離れてき
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所有主体として,社会的利害の担い手として行動するさいの内部編成である｡

所有主体としての国家はけっして平板な一枚板ではない｡それは,分権化によ

って一連の多元的な諸主体 となりうる,水平的な構成要素 (連邦,共和国.州.

地区.など)および垂直的な構成要素 (国民経済,部門,合同,企業,など)

によって構成されている｡また,社会的利害の内部構造 (社会全体,集団,個

人の諸利害)紘,国家的利害の内部構造の形成の基盤となる｡ したがって,国

家的所有の評価の娩準は,国家が排他的な唯一の所有主体,社会的利害の単一

の担い手として存在 ･機能することの可否ではなくて,このような内部編成を

もった 1っのソステムとしてそれが正しく機能 しているかどうか,という点に

こそ求められねばならないのであるO

つぎに,社会的生産物の労働に応じた分配と社会的欲求にもとづく分配にか

んして国家が規準を作成 しそれを実行する.という国家的所有の特質について

いえば,ここでもそのこと自体の可否は問題とはなりえないo社会的所有のい

かなる形態においても,分配にかんする社会的規準は必要である｡重要な問題

は,国家的所有のもとでこの国家的規準の作成 と実行に ｢結合生産者｣の意志

が どれだけ正確に反映されているか.諸利害の調整に成功 しているか.という

点にある｡

第 4に,国家的所有が どの程度:封二会的所有の実質を有 して い るか, そ して

｢自主管理型社会的所有｣は国家的所有に比 して社会的所有のより高度な形態

であるか,とい う問題がある｡ Ⅰ.M氏披,ユーゴスラビアの一般的論調とは

異なって,現存の国家的所有の社会性を否定しないし.それ自身の発展の可能

性を承認しているOだが他方で彼は.｢自主管理型社会的所有｣が国家的所有

よりも高度な社会的所有の形態である,とする一般的論調を支持 しているOこ

のことに関連 して,われわれは,つぎの諸点を問題 としないわけにはいかないo

lっは,現存の国家的所有の社会性の成熟をどのように展望できるか,とい

う問題,2っは,ユーゴスラビアだけの経験である,社会主義建設の初期にお

ける国家的所有から ｢自主管理型社会的所有｣への形態転換をどう理解するか,
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ている, とみなすのは正しくない｡なぜなら,創始者たちはいわば ｢死滅 しつ

つある国家的所有｣の存在する歴史的期間をそれほ ど短いものとみな していな

かったからである｡国家 と同じく国家的所有 もまさに諸条件の成熟 に よ って

｢死滅｣するのであって,人為的に廃止することはできない.われわれの見解

では,現存する社会主義的な国家的所有は,む しろ未成熟を特徴 としてお り,

まだまだ成熟 と改善の余地が大 きい｡その廃止は,あるいは別の形態の社会的

所有-の転形は,日程にのぼっていないしのぼ りえない｡必要なことは,政治

･経済 ･社会の全分野で社会主義的民主主義を全面的に発展させることによっ

て,国家的所有の内実を社会的所有にふさわしいものにいっそう成熟 させるこ

とであるoそのことこそが国家的所有の ｢死滅｣の準備 となるであろう.

第 2に,国家的所有論では社会 と国家 とが同一視されている, という主張に

ち,にわかには賛成できない｡そ もそも社会 と国家 とは同一の概念ではな く,

単純な同一視はありえない｡国家は,社会から生れてしかも社会のうえに立つ

政治的上部構造,権力鏡検である｡国家的所有論において自明とみられている

のほ,社会主義的発展段階では社会的所有が不可避的に国家的所有の形態をと

ること,および,社会的所有の真の主体である全人民の利害を代表 して,国家

が単一の主体 として行動すること,だけである｡ このことは,社会 と国家 との

同一視を意味 しない｡現実の国家的所有および国家的所有論に問題があるとす

れば,国家的所有が どれだけ社会的所有の実体をそなえているか,具体的には,

主権者である国民が真に政治a)主人公になりえているか,社会的所有の主体を

構成する生産老人衆が生産の主人公にふさわしく経済管理にたず さわっている

か,社会全体,集団および個人の諸利害の増進 と調整に国家が成功 しているか,

といった,国家的所有の内部編成の実態とその理論的解明なのである｡

第 3に,国家的所有の特質なるものについて もコメントが必要であるo

まず,国家的所有の特質の 1っほ,確かに国家が社会的所有の主体 とな り,

社会的利害の担い手 として行動する点にあるo Lか し, このことの指摘だけに

とどまるなら単なる同義反復の域を出ないO この場合も,重要なのは,国家が
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という問題,3っは,現存する社会的所有の2形態 (この場合.協同組合的所

有形態は捨象 している)- 国家的所有 と l自主管理型社会的所有｣- の実

質的差異ほ どの点にあり,共産主義的所有-の成熟 ･発展のとのように異なっ

た 2つの途であるか,という問題である｡

これ らの点についてここで詳論はできないが,つぎのことだけは指摘してお

きたいO第 1の問題については,今なお国家的所有が社会的所有の一般的形態

である. という事実を重視せざるをえない.そ して,その社会性すなわち社会

的所有の実質のいっそうの成熟は,生活のすべての分野における社会主義的民

主キ義の発展によって促進されるのであり,長期的かつ大局的にみて現実はま

さにその方向で畢展 している｡｢死滅 しつつある国家的所有｣の道は貫徹せさ

るをえない.第 2の問題については,｢自主管理型社会的所有｣が今なお一国

的経験にとどまっている,という事実を無視できないOユーゴスラビアにおい

て,国家的所有からそれへの転形は, きわめて例外的な客観的および主観的諸

条件の もとで進行 した｡国家的所有 自体の発展 と可能性がまだ殆んど確かめら

れていない (少なくとも自国の経験か らは)段階で,転形が開始された｡ しか

し,国家は依然 として存在 しつつけているから.現段階の ｢自主管理型社会的

所有｣ も国家的所有の諸要素から完全には解放されていない｡｢自主管理型社

会的所有｣が国家的所有に くらべて社会的所有のより高度な形態である, とす

る主張は,国際的経験か らすれば,まだ十分な説得力を もっていない｡｢自主

管理型社会的所有｣ 自体の社会性,すなわち社会的所有 としての実質について

なお検討の余地があるのであるO第 3の問題については,国家的所角 と ｢自主

管理型社会的所有｣ とを社会主義的な社会的所有 (この場合は全人民的所有)

の2形態および共産主義的社会的所有-の 2つの途 として桑認することが重要

であるo Lかし,それ らは重要な独自性を有 してお り,相互に影響 しあうこと

はあっても,一方の形態から他方の形態-の移行は殆んど起 りえない, と考え

るべきであろうoいずれにせよ,国家的所有の存在意義を,後進国における社

会主義的変革の初期に限定することは,理論的には説得力に欠け,現実にも合
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わない｡

IV ｢自主管理型社会的所有｣の諸特質

ユ-ゴスラビアにおける ｢社会的所有｣論は,50-60年代は主 として法学の

分野で展開されたが,70年代に入ると経済学者たちによる研究も摘発におこな

われるa)D この間, ｢社会的所有｣にかんする憲法上の規定 も変化 .発展 した

(1953年,1963年,1974年)0 Ⅰ.M氏によれば ((車 8tr.68-77),｢社会的所

有｣にかんする経済学的考案の発展には. 3っの方向あるいはアスペ クトが区

別されるO第 1の方向は,マルクス主義の創始者たちが社会的所有 と国家的所

有 とを同一視 したとして批判する七場である (たとえば, B rlorvat)o Lか

し, I M氏が正当に反論 しているように,創始者たちは ｢国家的所有の形態

を社会的所有 と同じものとはみなしていない (傍点一原文)｣｡第 2の方向は,

｢社会的所有｣ を非所有的 カテゴリーとみなす見解である (た と えば,D

Dragi昌16,A.Vac16, D.Marsenld)D しか し. Ⅰ.M氏が正当に批判するよう

に, このような見解は. ｢社会的所有｣にあっては生産手段にたいする所有権

は誰 も有 していない,とする法律学的アスペクト (た と え ば 1974年憲法第12

条)にとらわれて, ｢社会的所有｣を経済学的カテゴ1)-として環極的に規定

する道を閉ざす ものであるOユーゴスラビアにおける ｢社会的所有｣ といえど

ち,所有一般および社会的所有一般の 1つの歴史的形態に飽ならない｡第 3の

方向は,ユーゴスラヒアでの ｢社会的所有｣a)経済的LJj容をなす 自主管理的生

産諸関係における取得を積極的に論 じる立場であるが, これにはさまざまな見

解がある (たとえば, I.eerrle,I.LavraLY,S.Popovld,B.Bo昌kov16.V.

Horvat)0 I M ロ己白身 もこの立場に属する (@ str.3)0

では, I M氏は ｢自主管理型社会的所有｣の諸特質を どの点に求めている

であろうか｡ ｢自主管理的原則の うえに構築 された生産諸関係の条件のもとで

3)文献については.Lh-vrednzs2SEemSFRJugoSZavIJe,Ⅰ.KnJlga.Informator-Zagreb,1973.
str.273-281,肋 ･edm sび tm SFRJNauEnaKnjlga.BeogTad,1977.str.6051638.
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の社会的所有の内容および細_織制度的形態は, 3種類の要素に依存しているJo

lっは,マルクス主義にもとづく社会的意識, 2っは,自主管理の原則にもと

づ く生産諸関係の発展, 3つは,商品的,市場 .計画制度の発展 で あ る ((垂

str,22)Oそれぞれの要素をやや くわしく検討 しよう.

第 1の要素.マルクス主義的社会的意識にか ん しては, 1.M氏によれば

｢自主管理は,マルクス主義の創始者たちが述-た社会的所有U)本質的な特徴

つけの 1っをも修正するものではないが,国家的所有にたいする関係において

ほ,社会的所有が実現され実際に再生産される生産関係 と組織形態および方法

を変える｣ (㊤ str 22-23)o Lかし,この点では議論の余地がある｡われわ

れの見解では,ユーゴスラビ7における自主管理は,マルクス主義の創始者た

ちの社会的所有にかんする貴賓な諸命題を実際に修正するものであり,あるい

は,その一部の命題 (たとえばパ リ･コミューンの評価に関連する)の一面的

な過大評価である｡創始者たちが社会的所有で念頭においていた重要な要素と

しては,その主体の全生産者的性格,経済発展の計画性,経済運営の中央集権

的メカニズム,生産の直接に社会的な性格 (非商品生産), 社会主義的発展段

階に必然的な社会的所有の国家所有形態,などを数えることができるが,ユー

ゴスラビアにおける自主管理では,事実上の所有主体としての連合労働組織,

経済発展 ･運営の市場的 ･分権的メカニズム, ｢社会主義的商品生産｣,社 会

主義的発展段階ですでに本来的な存在ではないとみなされるべき社会的所有の

国家的所有,といった諸要素が不可欠のものとされている｡ これが ｢修正｣で

なくてなんであろ･うか (いうまでもなく,ここで問題なのは ｢修正｣の可否で

はなく ｢修正｣の有無である)｡ 自主管理は, かなりの程度,独創的な ｢マル

クス主義的な社会的意識｣の産物なのである｡

第2の要素, ｢自主管理の原則のうえでの生産諸関係の発展｣については.

I.M氏は,その特徴を, ｢直接生産者的頼能｣,｢管理 .経営者的機能｣,｢取

得機能｣- 必要労働 (生産物)だけでなく剰余労働 (生産物)をも- ,お

よび ｢発展機碓｣ (蓄済 ,拡大再生産)の ｢すべての経済機能｣が,｢1っに
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まとまった労働機能｣になっている点に求めている ((彰 slr.23-24, 傍点-

原文)｡ だが, この点でも議論の余地がある.まず, このような経済的諸供能

の主体的統一性は社会的所有二痕の生産関係に固有であるoそれ らの枚能は全

労働者階級 という単一の主体のなかで統一されている｡ したがって,私的 ･資

本主義的所有のもとで管理から疎外されて被管理の立場にある賃労働者階級o)

場合 とは本質的に異なって,社会的所有のもとでの労働者博級は管理の担い手

であり.そこには広義の自主管理が存在 している, といってよい｡ しかし同時

に, このような諸機能の全社会的 レベルでの主体的統一を前提とする広義の自

主管理の実現は,実際には分業によって媒介される｡社会主義的発展段階で精

神労働 と肉体労働の差異, ｢対立｣の存在が避けられない限 りは,それぞれの

機能あるいはい くつかの騰能が労働者階談内部の特定の階層によって担われる

便向が不可避であるO とりわけ,管理 .経営者的機能 と直壕生産者的機能との

労働者階級の内部における主体的統一は,専門家的管理 と労働 者 的自主管理

(狭義の自主管理) との区別 ･｢対立｣ となって現象せざるをえない｡そして,

これ らのことは社会主義段階の社会的所有一般に国有な特徴であるOだから,

われわれの見解では. ｢自主管理型社会的所有｣の特質は,諸機能の主体的統

一そのものにあるのではない｡その特質は,このような統一の実現がまず第一

義的に連合労働組織のレベルで追求されている (選挙制による労働者評議会,

その任期制とローテ-ション,一般投票 と労働者集会による直接的意志決定,

公募制によるディレクター選任,連合労働組織内部での自由な ｢所得｣処分,

など)4)点にある｡ そして,そこにおいても専門家的管理の要素は消滅 してい

ないし (テクノクラシーとの闘い). 国民経済全体の レベルでの諸機能の統一

すなわちマクロの自主管理の実現にはまだ成功 していないのである｡

第 3の要素, ｢経済連営制度,そのメカニズムと方法｣にかんしては, Ⅰ.

M氏は問題を2っに分ける｡ 1つは, ｢経済運営の商品的 (市場 .計画拍)方

4) これらについては,｢連合労働法｣(Za.konoudru茎enomradll.1976)が詳紗こ規定してい
る.邦訳は, 『世界政治資料Jl197時 3月上旬号-8月~下旬号｡
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法｣であり,2つは, ｢主体の多元性 と制度的権能の二元性｣である｡ Ⅰ.M

氏によれば, ｢自主管理型社会的所有｣においては,国家的所有のもとでの経

済運営の中央集権的,計画的,行政的方法および制度とは異なって,市場 ･計

画的原理にもとづ く経済運営がなされるO連合労働基礎組織が商品生産者であ

って,それが消費する社会的諸手段は商品生産の諸法則の作用のもとにあるO

また. ｢『連合労働』 だけが経済運営o'D基本的主体であり, したがって,1っ

にまとまった諸機能の担い手であり初二会的所有の運用の枠内での権能の担い手

である｣が, ｢社会 ･政治共同体｣がいわば ｢疑似主体｣ として有 している権

限と権能は無視できず, ｢社会計画化｣ とは, ｢一方における.商品生産者 と

しての墨壷的な経済主体- 連合労働基礎組織- ,他方における,社会 ･政

治共同体 (ある特殊な疑似主体 としての)｣ の諸機能が結合される経済運営の

メカニズム .方法なのである (㊨ str.24-25,傍点-原文)｡ この点でも若干

のコメントを要するO

まず, ｢経済運営の商品的 (市場 .計画的)方法｣であるO この用語に示さ

れるように,ユーゴスラビアの自主管理においてほ,あらゆる社会主義的生産

がなお有 している ｢商品生産｣的性格とそのことから生じる市場メカニズムの

役割が重視されているo社会主義的生産がすでに有している親定的な性格-

直接に社会的な生産- ほ事実上無視され,市場 メカニズムと結合される計画

メカニズムも殆んど実質的には捺能 していない｡理論的にも実践的にも ｢社会

主義的商品生産｣論が支配的であり. ｢社会計画化｣の役割 もこのような商品

生産の自由な展開が必然的にもたらす諸欠陥を事後的に除去するための用具に

限定されているCその結果,実際のユーゴスラビア経済には,自然成長的な発

展の産物である,失業の増大,インフレの高進,共和国経済間の不均等発展,

所得格差の拡大,などの否定的現象がめだっている｡ したがって, ｢経済運営

の商品的 (市場 ･計画的)方法｣は確かに自主管理経済の1っの特質ではある

が,国家的所有の社会主義経済にくらべてのその長所 とは認めがたい｡周知の

ように,社会主義経済の現在の発展段階 ･水準では,商品生産的性格と市場メ
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カニズムの役割を軽視することは誤 りであり.国家的所有の場合でも近年その

ような誤 りは是正されてきている｡ しかし,だからといって,ユーゴスラビア

の自主管理におけるような商品生産的性格 と市場 メカニズムの役割の一面的な

過大評価にもとづ く経済運営制度を,国家的所有の場合にくらべてより進歩的

なもの ･高度なものとはみなしがたいのである｡ちなみに, ｢自主管理型社会

的所有｣の経済運営制度の特教が ｢商品的 (市場 ･計画的)方法｣に求め')る

とすれば,国家的所有のそれは, ｢直接に社会的な (計画 ･市場的)方法｣に

ある, といえるであろう｡

Ⅰ.M氏自身 もこのような経済運営制度をけ っして美化 していないO彼は,

｢社会的所有の再生産 と商品 ･自主管理的経済 とのあいだにどのような現実的

矛盾 もない｣ とする見解を ｢所有についての自由主義的教義の 1っのヴァリア

ント (傍点一原文)｣ と呼んでいるし また, ｢自主管理的商品生産者たちの

レベルでの社会的所有の私有化｣あるいはグループ的所有化の東記を要求する

見解を, ｢新サンヂカリズム的および協同組合主義的イデオロギーの強力な影

響｣をうけたものとして批判している ((車 str.89-94,132)｡ただし, Ⅰ.M

氏による社会主義的生産の二重性および経済運営メカニズムの二重性の把握は,

｢発生論的なもの｣ と ｢目的論的なもの｣ との関連に帰着させてしまう弱点を

もっている (@ str95,129-135)ことを指摘 しておかねばならないOそして

このことは, Ⅰ.M氏がユーゴスラビアの他の多 くの経済学者 と同様に, ｢経

済学消減｣論者である (たとえば.@ str.27,50-51)ことと関係があるよう

に思われる｡

つぎに, ｢主体の多元性 と制度的権能の二元性｣についてである｡ Ⅰ.M上克

がいう経で斉運営の ｢主体の多元性｣は, ｢連合労働基礎諸組織が - 基本的な

引用名)｣ という側面と,社会 ･政治共同体-- コ ミ ューン,都市 ･地域共同

価,自治州,共和国,連邦- もまた. ｢疑似主体｣ではあるが経済運営の事

実上の主体である,という側面 とを含んでいるように思われるoこの場合,国
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家的所有における経済運営主体の一元性 との対比,他方では,｢自主管理型社

会的所有｣の主体を事実上不問に付すかあるいはそれを連合労働基礎組織だけ

に還元 しようとする傾向への反論,が念頭におかれている (@ S 亡r.85-89),

とみてよい｡そして. このような主張は,確かに ｢自主管理型社会的所有｣の

1特質を表現 している｡だから,われわれはさきに,所有主体を念頭において,

｢全人民的 ･連合労働組織的所有｣ とそれを呼ぶことができる, と述べておい

たo問題はつ きの点にあるO この場合の経済主体は連合労働基礎組織に限 らず

他のあらゆる形態の連合労働組織- 労働共同体,労働組織,連合労働複合J阻

織, 自主管理利益共同体,など- がそ うであり, しかも これ に ｢疑似諸主

体｣が加わるのであるから,つまり主体はまさに多元的であるから, これらの

主体の内部編成が重大な意味を もって くる｡ これ らの主体のなかで連合労働基

礎組織が基礎的主体であることは理解され うるが,問題は,それを基礎 とする

諸主体間のどのような内部編成によって,社会的所有の実質の実現が保障され

るか, ということである.われわれのみるところ,現在のユーゴスラビアにお

いては, このような実質はまだ実現されていないO ミクロの経済諸主体におけ

る自主管理は,マ クロの経済主体の自主管理を自動的に保障するものではない

のである｡後者の自主管理の実現のた桝 こは,前者の自主管理の在 り方につい

ていっそうの検討 と改善が必要であるように思われる｡

Ⅰ.M氏が ｢社会 ･政治共同体の権限 と権能の意義｣および連合労働墓碑組

織の権能 とそれ との二元性を強調するのは,多分,このことと関係がある｡な

ぜなら,連合労働組織の権能だけでは社会 ･経済全体の運営は完成 しないか ら

であるOそこには,好むと貯まざるとにかかわらず,一定a)ヒエラルヒ-と中

央集権制が避けられない.そ して,そのさい,国家の果す役割は依然 として大

きいo I.M氏自身,｢国家の若Tの放能は, 『長期』にわたって自主管理の

発展にとって必要なものとして残る｣, と述べている ((彰 str87).

なお,国家的所有の場合,確かに所有主体は単一の国家であるが,具体的な

経済管兜の レベルでは, とりわけ1960年代経済改革以降.一定の ｢主体の多元
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性｣･｢権能の二元性｣的状況が現われている｡合同 (企業)の自主性の拡大,

2環制 (省- 生産合同 ･企業)および3環制 (省- =業合同- 生 産 合

同 ･企業)の管理制度がそれであるOだが.国家的所有 と ｢自主管理型社会的

所有｣ とでは,諸主体および諸権能の内的編成はいちじるしく異なっている｡

V 現段階の ｢自主管理型社会的所有｣の諸限界

以上での考察は, ｢自主管理型社会的所有｣のいわば ｢理論モデル｣にかん

するものであるが,ユーゴスフIビァにおいてすでに30年の歴史5)を有する ｢自

主管理型社会的所有｣は,まだ完成には程遠い｡それは,なお多 くの限界をも

っているo I.M氏は,現状賛美論的立場に堕することなく,現在の自主管理

の物質的および組織的成長の程度が ｢社会的所有｣の上記の原理や特質を完全

には実現していないとして,つぎの諸点を指摘 しているC(む人口1人当りの国

民所得がなお小さい現生産力水準では.自主管理にもとづく社会的所有の順調

な再生産が不十分にしかおこなわれないo㊤自主管理は,部門 ･分野 ･社会経

済全体のレベルでは未発達である｡㊥商品経済は寡占 ･独占などの不完全市場

の要素をなおいちじるしく存在させ,部門および地域で単一の競争市場の原則

が大きく損なわれており,労働にもとづく取得の原則の展開が制限されている｡

④ 自主管理的契約と呼応計画化とはまだ十分に調整されず,経済制度の全体 と

部分, ミクロのレベルとマクロのレベルにおける利害および優先順位が調整さ

れていない.(む連合労働基礎組織o)レベ/L-で内部的な不首尾があり,支配的な

自主管理的勢力のはかに,テクノクラソー,ビューロクラシーの勢力もある程

度の影響力をもっている.⑥社会的所有のほかに,なお,私的所有もグループ

的所有 もある ((彰 strl25)C

それぞれ重要な指摘であるOだが, どうしても追加せざるを得ないのは,現

段階の ｢自主管理型社会的所有｣ほ雇用問題を解決していない,すなわち大量

5) 自主管理の歴史をしめす資料集として札 Saw P'-avlJan}7'uJugosZa叩 i195(ト1976

ゐ̀humentl-ra机,OJa,PrlVrednlP.egkd,恥 gTad,1977,が有益である.
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の失業を解消していない,という限界である (I.M氏 も ｢非自発的失業｣に

ふれている-㊤ str.120). ここではこれらの点に立入ることは できないOこ

れ らの限界を,単に ｢自主管理型社会的所有｣の現段階における未成熟の結果

としてみるだけでなく, ｢自主管理型社会的所有｣そのもののなかにそれ らを

生みだす一定の内因がある,とする観点が必要であることを指摘するにとどめ

よう｡

VI ｢自主管理型社会的所有｣概念をめぐる諸論点

さきにふれることがあったように, ｢社会的所有｣概念については.ユーゴ

スラビアでも依然として論争がおこなわれている｡ ここでは経済学者たちのあ

いだでの論争点を薪介し ごく限 られた検討を試みようo

I M氏によれば, ｢社会的所有の経済的本性の問題｣にかんする論点は3

つに大別される｡第 1の論点は, ｢経済運営の自主管理的諸関係にたいする社.

会的所有の関係および位置｣である｡ この論点については,社会的所有を規定

的 とみる見解,逆に自主管理を規定的とみる見解,さらには,社会的所有は自

主管理 とは直接のかかわ りをもたないとする見解が区別されるO第 2の論点は,

｢自主管理的経済運営の市場 ･計画的モデル｣ と関連する ｢社会的所有の経済

的モデルの性格 と内容｣であるO この論点には, ｢社会的所有｣の主#,客体

(対象),および ｢経済的取得の内容｣ といったテーマが区別される｡第 3の

論点は, ｢社会的所有の経済的再生産におよぼす動的,意識的な成長諸要因の

影響｣であるO この論点には,自らの適合労働基礎阻織の所得を最大限にしよ

うとする勤労者の推進的動機の経済的本性の問題,および社会的諸手段の価格

の問題が属する (㊨ sir.27-30.④ strl97-128),

それぞれ興味をひく論点であるが,ここでの検討は,今までの論述で比較的

ふれ られなかった重要な問題をふ くむ ｢経済的取得の内容｣に限定する｡

Ⅰ_M氏が正当に強調するように,所有のあらゆる歴史的形態および内容は,

ある塾の取得を適 して現われる｡ ｢社会的所有は厳格に労働 とその成果 ････に
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もとづいての取得 (すなわち所得の実現)を意味する｣ (㊨ str.29)｡ ところ

が, ｢自主管理型社会的所有｣における取得問題の複雑さは, ｢労働にもとづ

く取得が経済運営の市場 ･計画的方法 という諸条件のもとで｣おこなわれる点

にある｡その複雑さは,つぎの諸点に整理され る (㊨ Str.29,(宙 str. 117-

126,129-196)., (彰連合労働組織の レベルでの所得o)うち,そりどれだけが連

合労働者たちの労働o)直接的成果 とみなしうるか,そして. どれだけが連合労'

働組織間に,同一ではない経済運営上の諸条件,た とえば社会的諸手段の大 き

さの相異,さまざまの形態の独占 (自然的,制度的.法制的,市場的.その他

の要田による)の存在,に帰すべきなのか,を区別する問題D②所得の創出に

各人が実際にどれだけ参加 したかを評価するためには,その評価の基礎となる

労働の諸側面- 生産要EZjとしての労働,価値尺度 としての労働,管理的機能

における労働.取得の 『尺度』としての労働, 『労働の尺度』 としての労働生

産九 など- が正確に規定されねばならない,という問題o④所得の実現と

分配がさまざまのレベル- 連合労働基礎組織,労働組織の レベル,それに地

域,共和国,連邦などの社会的レベル- でおこなわれる 口取得 L,ベル｣の問

題O④取得原則が生 きた,当面の労働だけでな く ｢過去労働｣の貢献にも依存

している, とい う問題｡㊥労働にもとづ く取得原則のほかに, ｢連帯の原理,

最低個人所得の原理｣がある,という問題｡

｢経済的取得の内容｣をなすこれ らすべての問題は, 自主管理に独得な ｢所

得｣分配制度6)にかかわる｡そこで, この制度の若干の問題点を指摘すること

によって, コメントに替えることにしよう｡

第 1に,連合労働基礎組織は商品生産者 として ｢総収入｣を獲得 し.それか

ら物的費用 と減価償却を控除することによって ｢所得｣を得 るが, この ｢所

得｣は商品生産者としての結合労働の成果に直接に依存 しており,また,商品

6) ｢連合労働涜｣(前出)を参照されたい｡なお｢所得｣分配制度の図示としてほ.SocLJdLStiEko

sa77ZOurat･lJanJeaJugv∫lavIJi.RadnlEkastampa,Beograd,1978.str.295が明快である｡
さらに,M ドルーログィチ著, 高屋 .山崎共訳 『試練に立つ自主管理』,岩波現代選書,1980
年,第 6:章.



｢自主管理型社会的所有｣論の諸問題 (47) 47

生産者 としておかれている,また自らが揖極的に創出した客観的諸条件が有利

であるか不利であるかにも大 きく依存 している. したがって,連合労働基礎組

織間に,労働者 1人当 りで計算 した ｢所得｣格差が発生することは避けられな

い｡ ｢自主管理型社会的所有｣のも-Eでは,このような格差をともなった.宿

品生産者 としての所得に応じた分配 (取得)がすべてに先行する｡

第 2に,その ｢所得｣の処分権はすべて連合労働基礎組織に属するが,その

｢所得｣か らはさらに一般 .共同的必要のための拠札 協定 ･契約された負担

塞.全人民的防衛 ･社会的自衛のための拠出が控除されて, ｢純所得｣が形成

されるoこの過程で連合労働基礎組織は自らの社会的義務を果すO を･れは法令

で決められているもの以外は,社会契約の形で納得つくでおこなわれるO不生

産的部門の自主管理利益共同体などとのあいだでのいわゆる ｢労働の自由な交

換｣や,社会 ･政治共同体の財政的維持がなされるO連合労働基礎組織の側で

は, これ らの拠出 ･負担金を ミニマムにしようとす るインセンティブが働いて

いる｡

第 3に , このような ｢純所得｣か らさらに労働の物質的基盤拡大 ･発展のた

めの資金,予備資金,および適合労働親織における共同 消 費 が 控除されて,

｢租個人所得｣が形成されるo この過程で,連合労働基礎組織は要するに消費

と蓄積にいかに ｢純所得｣を配分するかを決定するO これは自主管理協定によ

って鋭足される.ただ し,現在の生産力水準のもとで,一般に消費への過大な

配分がお こなわれ る傾向がある (ィ,/フレーションの一因)｡ なお, 連合労働

基礎組織 (および労働共同体)によって構成 される労働組織および連合労働複

合組織の共同消費の負担をめ ぐって,連合労働基礎組織間に利害の衝突が発生

しうる｡

第 4に, このような ｢:阻個人所得｣か ら各種の分担金が控除 され, 最 後に

｢純個人所得｣が残る｡労働に応 じた分配がおこなわれるのは, この最終段階

においてである｡労イ動に応 じた分酉己のフォソドとなる ｢租個人所得｣は上記の

諸制約条件のもとで形成 されている｡異なった適合労働基礎組織に属する労働
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者にとっての1人当りのその大きさは,すでに大きな格差をふくんでいる可能

性があるOそのうえに,各人にとって分配の基礎となる ｢労働｣にたいする評

価は,全社会的規準によってなされるのではなく,自主管理協定によって定め

られる個々の連合労働基礎組織の内部の規準によっておこなわれる｡その結果,

自主管理的な意志決定の独得なメカニズムにも規定されて, ｢純個人所得｣ の

形成にあたっては,一種の平均主義的な傾向が発生 しやすいOつまり,本来,

労働に応じた分配が予定 している労働にたいする物質的刺激が有効に作用 しな

い恐れがあるほどに内部格差が縮小することがありうるのである｡

このように, l自主管理型社会的所有｣における ｢経済的取得の内容｣は,

一連の重異な内的諸矛盾7)を蔵 しているo

VII あ と が き

以上,われわれは, I M氏の ｢自主管理型社会的所有｣論を阻上にのせて,

ユーゴスラビアにおける独得な ｢社会的所有｣概念を検討したO行論でしめし

たように, ｢ユーゴスラビア型｣社会羊義経済のこのもっとも基本的な概念に

っいても,まだまだ議論の余地があるし,--ゴスラビア経済の現状を無条件

に肯定することはできない｡それは,理論的にも現実的にもなおはなはだ未完

成な社会主義の 1っのヴ7i)71/トに過ぎないのであるOわれわれの検討は,

結果として, ｢社会的所有｣に限 らず,自主管理, ｢社会計画化｣, ｢所得｣

分配などのアウトラインにもふれることになった｡ このことは偶然ではない｡

｢社会的所有｣の経済的内容の解明は,自主管理的生産諸関係の本質 と形態,

その運動メカニズムの考察なしには不可能だからである｡ したがって,われわ

れの今後の課題は,これ らの考察をさらにすすめることである｡

7) ｢自主管理型社会的所有｣の内的諾矛盾は興味のあるテーマであるが,ここではこれ以上言及
できない｡つぎの文献を見られたい.肋 ednLS如emSFRJugDSlavlJe,IKnJlga,Informa-

tor-Zagreb,1973,Str.20-21,181-1BJi.E.KardelJ,ibid


